
船舶事故等調査報告書 

平成２７年７月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４神第９５号 

事故等種類 衝突（漁具） 

発生日時 平成２６年７月１４日 ０５時４５分ごろ 

発生場所 兵庫県神戸市神戸空港南方沖 

 神戸空港東進入灯施設灯から真方位２２１°２,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３７.１９′ 東経１３５°１３.６２′） 

事故等調査の経過  平成２６年８月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第二十一福寿
ふくじゅ

丸、９９トン 

   １３６００２、福寿船舶株式会社 

Ｂ 漁船 宝
ほう

海
かい

丸、９.９９トン 

   ＨＧ２－３７９８（漁船登録番号）、個人所有 

Ｃ 漁船 宝
ほう

海
かい

丸、９.１３トン 

   ＨＧ２－３６３７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海）（履歴限定） 

  機関長Ａ、五級海技士（機関） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ プロペラ欠損等 

Ｂ及びＣ 漁網が破損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａが乗り組み、船長Ａが船橋当直につ

き、３海里（Ｍ）レンジとしたレーダーを使用し、約９.５ノット

（kn）の速力で自動操舵により神戸空港南東方沖を西進した。 

 船長Ａは、船首方約２Ｍに、左舷方から右舷方へ横切るえい
．．

網中の

Ｂ船及びＣ船、並びに両船の漁網を認めたものの、腹痛を感じ、トイ

レに行くために機関長Ａを船橋に呼び、大きく旋回して漁船を避ける

よう指示して降橋した。 

 機関長Ａは、船首方に多数の漁船を見ながら、同じ針路で航行中、

至近に浮子が見えたので、機関回転数を下げて左舵を取ったものの、

平成２６年７月１４日０５時４５分ごろ、神戸空港南方沖において、

Ａ船とＢ船及びＣ船が２隻で引いていた漁網とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、また、Ｃ船は、船長Ｃが１人で

乗り組み、しらす２そうびき網漁の操業のため、神戸空港南方沖を約

１.５knの速力でえい
．．

網しながら北進中、船長Ｃが衝突直前にＡ船を



認めたものの、何もすることができず、Ｂ船及びＣ船が２隻で引いて

いた漁網とＡ船とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  船長Ａは、機関長Ａが、六級海技士（航海）以上の免許を有してお

らず、単独で船橋当直に入れないことを知っていたが、トイレに行く

５～１０分の短い間であれば大丈夫だと思っていた。 

 機関長Ａは、操舵の経験はあったものの、操船には慣れておらず、

船長Ａの指示をよく理解していなかった。 

 船長Ｂ及び船長Ｃは、操業中のＢ船及びＣ船を他船が避けてくれる

ものと思っていた。 

 Ｂ船及びＣ船は、共に黒色鼓形形象物を掲げたほか２そうびき漁船

の右舷側を引いていることを示す緑色の旗をＢ船が、左舷側を引いて

いることを示す赤色の旗をＣ船が、それぞれ掲げていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、神戸空港南方沖を西進中、単独で操船に当たっていた機関

長Ａが、Ｂ船及びＣ船が２隻で引いていた漁具に接近するまで同じ針

路で航行したことから、回避が遅れ、同漁具と衝突したものと考えら

れる。 

 機関長Ａは、船長Ａから、漁船及び漁網を大きく避けるよう指示さ

れたものの、その指示を理解せず、同じ針路で航行した可能性がある

と考えられる。 

 船長Ａは、短時間なら大丈夫と思い、六級海技士（航海）以上の海

技資格を有していない機関長Ａを単独で操船に当たらせたものと考え

られる。 

 Ｂ船及びＣ船は、神戸空港南方沖を２そうびきによりえい
．．

網しなが

ら北進中、船長Ｂ及び船長Ｃが、操業中のＢ船及びＣ船を他船が避け

てくれるものと思い、見張りを適切に行っていなかったことから、衝

突直前までＡ船に気付かず、Ｂ船及びＣ船が２隻で引いていた漁具と

Ａ船とが衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、神戸空港南方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船及びＣ船

が２そうびきによりえい
．．

網しながら北進中、機関長Ａが、Ｂ船及びＣ

船が引いていた漁具に接近するまで同じ針路で航行したため、回避が

遅れ、また、船長Ｂ及び船長Ｃが、見張りを適切に行っていなかった

ため、衝突直前までＡ船に気付かず、Ａ船とＢ船及びＣ船が引いてい

た漁具とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・六級海技士（航海）以上の海技資格を有していない者を単独で船

橋当直につかせないこと。 

 ・当直を交替する者がいない場合には、周囲の安全を確認した上

で、停船すること。 

 ・操業中の漁船を視認したときは、漁業の種類、漁具の標識などを

確認し、できる限り漁船から離れて航行すること。 

 ・操業中であっても、常時、適切な見張りを行うこと。 

 


